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更新内容

令和４年 ５月 初版

令和４年 11月 口座振替納付（変更）申出書およびクレジットカード納付（変更）申出書に関する記入例を追加

令和５年 ５月 国民年金保険料追納申込書および国民年金保険料還付請求書に関する記入例を追加

〃 届書に対応する通知書を追加

〃 国民年金関係の用語解説を追加

令和５年 11月 任意加入（60歳以上）（海外に居住する方）の記入例に保険料の納付方法を追加

クレジットカード納付（変更）申出書の様式変更に伴う届書の差替

令和６年 ４月 届書・通知書の様式変更に伴い、以下の届書・通知書を差替
・領収（納付受託）済通知書
・国民年金加入のご案内
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・国民年金保険料学生納付特例申請書（ハガキ形式）
・国民年金保険料追納申込書
・国民年金保険料口座振替（変更）申出書 兼 還付金振込方法（変更）申出書
・国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書
・国民年金保険料還付請求書

参考資料として【免除・納付猶予・学生納付特例の添付書類一覧】【資格取得・免除申請に係るお客様対応】を追加

令和７年 ４月
届書・通知書の様式変更に伴い、以下の届書・通知書を差替
・領収（納付受託）済通知書
・国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書 兼 還付金振込方法（変更）申出書
・国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書
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この資料で取り上げる届書は以下のとおりです。

1【国民年金被保険者関係届書（申出書） 】 2-1【国民年金保険料免除・納付猶予申請書 】 3-1【国民年金保険料学生納付特例申請書 】

3-2【国民年金保険料学生納付特例申請書 （ハガキ形式）】2-2【国民年金保険料免除・納付猶予申請書（ハガキ形式） 】
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5【国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書 兼
還付金振込方法（変更）申出書】

6【国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書】

7【国民年金保険料還付請求書】

4【国民年金保険料追納申込書】
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＜教示文＞

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に
文書又は口頭で、あなたの住所地の社会保険審査官（地方厚生（支）局内）に審査請求できます。
また、その決定に不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して２か月以内
に社会保険審査会（厚生労働省内）に再審査請求できます。
なお、この決定の取消の訴えは、審査請求の決定を経た後でないと、提起できませんが、審査請求
があった日から２か月を経過しても審査請求の決定がないときや、この決定の執行等による著しい
損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経な
くても提起できます。この訴えは、審査請求の決定（再審査請求をした場合には、当該決定又は社
会保険審査会の裁決。以下同じ。）があったことを知った日から６か月以内に、日本年金機構を被
告として提起できます。ただし、原則として、審査請求の決定の日から1 年を経過すると訴えを提
起できません。

この資料で取り上げる通知書は以下のとおりです。

任意加入 (1)国民年金任意加入被保険者資格取得申出受理通知書

(2)国民年金任意加入被保険者資格取得申出却下通知書

付加保険料 (1)国民年金付加保険料納付被保険者該当通知書

(2)国民年金付加保険料納付被保険者非該当通知書

法定免除 (1)国民年金保険料免除理由該当通知書

(2)国民年金保険料免除理由消滅通知書

学生納付
特例

(1)国民年金保険料学生納付特例申請承認通知書
（ハガキ形式）

(2)国民年金保険料学生納付特例申請却下通知書
（ハガキ形式）

(3)国民年金保険料学生納付特例申請承認通知書

(4)国民年金保険料学生納付特例申請却下通知書

免除・
納付猶予

(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書
（ハガキ形式）

(2)国民年金保険料免除・納付猶予申請却下通知書
（ハガキ形式）

(3)国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書

(4)国民年金保険料免除・納付猶予申請却下通知書

追納 (1)国民年金保険料追納申込承認通知書

(2)国民年金保険料追納申込却下通知書

(3)納付書

口座振替 (1)国民年金保険料口座振替開始（変更）通知書 ／
国民年金保険料口座振替額通知書

クレジット
カード

(1)国民年金保険料クレジットカード納付開始（変更）
通知書 ／ 国民年金保険料クレジットカード納付額通知書

(2)クレジットカードの有効性確認結果のお知らせ

還付請求 (1)振込手続き完了のご案内（振込通知書）

(2)国庫金送金通知書

〇通知書に記入されている教示文は以下の通りです。

資格取得 (1)納付案内書

(2)納付書
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用語

・第1号被保険者
日本に住む20歳以上60歳未満の方で、自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当しない方。

・第2号被保険者
会社員や公務員など厚生年金保険、共済組合に加入している方。

・第3号被保険者
厚生年金保険、共済組合に加入中の第2号被保険者に扶養されている配偶者のうち、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の配偶者の方。

2. 任意加入被保険者

3.付加保険料

4.法定免除

8.追納申込

海外在住者、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない者あるいは40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない者などは、
本人の希望により国民年金に加入することができる。

第1号被保険者が、次のいずれかの承認基準に該当するとき、本人の届出により納付義務が免除される。

・生活保護法の「生活扶助」を受けているとき

・障害基礎年金などの２級以上の障害に関する公的年金の受給権者であるとき

・厚生労働大臣が指定する施設（ハンセン病療養所など）に入所しているとき

免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を申し込みにより後から納付する。
追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の保険料免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間のみ。

第1号被保険者や任意加入被保険者が申出をすることにより納付できる保険料のこと。
定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができる。

1. 国民年金被保険者の種別

7.学生納付特例申請

5.保険料免除申請

本人・配偶者(別世帯の配偶者を含む)・世帯主それぞれ前年所得（過去の年度分については、前々年所得等）が一定額の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が免除される。
免除される額は、全額、4分の３、半額、4分の1の4種類がある。

6.保険料納付猶予申請

20歳から50歳未満の方（学生を除く）で、本人・配偶者(別世帯の配偶者を含む)の前年等の所得が一定額以下（全額免除の所得基準と同じ）の場合、申請により保険料の納付が猶予される。

学生納付特例の対象者に該当する学生が、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が猶予される。
なお、家族の方の所得は問わない。



1-1 資格取得
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〇〇〇〇 〇〇

年金 太郎

〇

X X X X X X X X X X 5 5 1 0 3 0〇

〇
年 金 太郎
ネンキン タロウ

X X X X X X X 〇
X X X X X X X X X X X

東京都杉並区高井戸西●ー●ー●

●日付
提出年月日

●氏名
届出者氏名

●被保険者との続柄
該当する項目に〇をする。「2.その他」の場合は（ ）に続柄を記入。

●「①個人番号（または基礎年金番号）」欄
次のいずれかを記入
・個人番号
・年金手帳（基礎年金番号通知書）に記入された基礎年金番号

●「⑥電話番号」欄
自宅に限らず、連絡がつきやすい番号を記入。

●「⑦住所」欄
住民票の住所

●「⑨外国人通称名」欄
外国人の場合で通称名がある場合は、住民基本台帳に登録されている通称名を記入。
（「③氏名」欄には本名を記入。）

●記入する内容は以下を参照。

＜厚生年金または共済年金の資格を喪失（退職）したとき＞

①

②

③

①

②

③

④

●備考
・国民年金保険料の前納を希望される場合は、備考欄に「前納希望」と記入するよう説明

し、あわせて、前納する期間も記入。

・住民票以外の居所（以下「郵送先」という。）へ郵便物の送付を希望される場合は、備
考欄に郵送先の郵便番号、居所及び宛名を記入。

⑤

「⑩届書種類・番号」欄 「⑪該当・申出年月日／出産（予定）日」欄 「⑫理由等」欄

「1」に〇 退職日の翌日を記入 「3」に〇

④
〇

〇

前納希望 令和X年4月～令和X年3月
送付希望先 〒XXX-XXXX
東京都杉並区高井戸西●ー●ー● 本人宛

〇

⑤

拡大

使用する届書：「国民年金被保険者関係届書（申出書）」



1-2 種別変更
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〇〇〇〇 〇〇

年金 花子

〇

X X X X X X X X X X 5 5 0 8 2 9〇

〇年 金 花子
ネンキン ハナコ

X X X X X X X 〇
X X X X X X X X X X X

東京都杉並区高井戸西●ー●ー●

●日付
提出年月日

●氏名
届出者氏名

●被保険者との続柄
該当する項目に〇をする。「2.その他」の場合は（ ）に続柄を記入。

●「①個人番号（または基礎年金番号）」欄
次のいずれかを記入
・個人番号
・年金手帳（基礎年金番号通知書）等に記入された基礎年金番号

●「⑥電話番号」欄
自宅に限らず、連絡がつきやすい番号を記入。

●「⑦住所」欄
住民票の住所

●「⑨外国人通称名」欄
外国人の場合で通称名がある場合は、住民基本台帳に登録されている通称名を記入。
（「③氏名」欄には本名を記入。）

●記入する内容は以下を参照。

＜配偶者の退職等により、第３号被保険者でなくなったとき＞

＜配偶者の６５歳到達により、第３号被保険者でなくなったとき＞

①

②

③

①

②

③

④

●備考
・国民年金保険料の前納を希望される場合は、備考欄に「前納希望」と記入するよう

説明し、あわせて、前納する期間も記入。

・住民票以外の居所（以下「郵送先」という。）へ郵便物の送付を希望される場合は、
備考欄に郵送先の郵便番号、居所及び宛名を記入。

⑤

「⑩届書種類・番号」欄 「⑪該当・申出年月日／出産（予定）日」欄 「⑫理由等」欄

「２」に〇
配偶者の退職日の翌日あるいは

扶養されなくなった日
「５」に〇

「⑩届書種類・番号」欄 「⑪該当・申出年月日／出産（予定）日」欄 「⑫理由等」欄

「２」に〇 配偶者の６５歳の誕生日の前日を記入 「５」に〇

④
〇

〇

前納希望 令和X年4月～令和X年3月
送付希望先 〒XXX-XXXX
東京都杉並区高井戸西●ー●ー● 本人宛

〇

⑤

拡大

使用する届書：「国民年金被保険者関係届書（申出書）」



 資格取得手続き後の通知書
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（１）納付案内書

保険料の納付方法を記入

〇金融機関

〇郵便局

〇コンビニエンスストア

〇電子納付（Pay-easy）

〇電子（キャッシュレス）決済

裏

表
A：今年度の保険料額・納付期限

B：付加保険料を納付する場合や免除の承認を受けた場合の金額

C：前納ができる期間とその金額

Ａ

Ｃ

Ｂ

資格取得日、種別変更日の属する月分から保険料が発生し、納付案内書と納付書が送付される。



○1年前納・6か月前納には、それぞれ前納できる期限が設けられている。
納付書の納付期限を経過すると１年分前納、6か月分前納ができなくなるため、
注意する。

＜１年分前納用納付書＞

＜6か月分前納用納付書＞

納付書の納付期限:１年前納は4月末日、6か月前納は4月末及び10月末日
月末が土・日・祝日にあたる場合は、翌月最初の金融機関等の営業日が納付
期限となる。

＜毎月納付用納付書＞

納付期限:翌月末
月末が土・日・祝日・年末にあたる場合は、翌月最初の金融機関等の営業日が
納付期限となる。

11

（２）納付書

○毎月納付用や前納用など、納付方法によって使用する納付書が異なる。
使用する納付書は、「納付期間」欄または「領収（納付受託）日付等」欄を確認する。

領収（納付受託）日付等

領収（納付受託）日付等 領収（納付受託）日付等

前納

下期上期

（厚生労働省年金局送付用）

（厚生労働省年金局送付用） （厚生労働省年金局送付用）

裏

表

 資格取得手続き後の通知書

領収（納付受託）日付等

7

4
（厚生労働省年金局送付用）

7.5~8.3

7 7
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・初めて年金の被保険者になった場合は、基礎年金番号通知書が送付される。

（3）20歳到達による資格取得をした者は、「国民年金加入のお知らせ」が送付される。
「国民年金加入のお知らせ」には「国民年金の加入と保険料のご案内」「納付書」「口座振替納付申出書」「学生納付特例申請書」
「免除・納付猶予申請書」が同封されている。

表 裏

 資格取得手続き後の通知書
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 【参考】国民年金加入のご案内（勧奨文書）

表 裏

〇届出はお済みですか（国民年金加入のご案内）

・日本国内に住所を有するようになったとき（20歳以上60歳未満）。
・厚生年金保険又は共済組合の加入者が退職したとき（20歳以上60歳未満）。
・第３号被保険者の配偶者である第２号被保険者が退職したとき（20歳以上60歳未満）。
・第３号被保険者が第２号被保険者の被扶養者でなくなったとき（20歳以上60歳未満）。
・第３号被保険者の配偶者である第２号被保険者（老齢・退職を事由とする年金の受給権を有している者）が65歳に達したとき（20歳以上60歳未満）。

次のいずれかに該当した者から国民年金加入の届出が行われない場合、届出を促すため加入勧奨文書が送付される。

勧奨文書に同封している「国民年金被保険者関係届書（申出書）」（または「国民年金第3号被保険者関係届」）を記入し提出する。
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〇〇〇〇 〇〇

年金 一郎

〇

X X X X X X X X X X 3 3 0 1 0 1〇

〇
年 金 一郎
ネンキン イチロウ

X X X X X X X 〇
X X X X X X X X X X X

東京都杉並区高井戸西●ー●ー●

●日付…提出年月日

●氏名…届出者氏名

●被保険者との続柄
該当する項目に〇をする。「2.その他」の場合は（ ）に続柄を記入。

●「①個人番号（または基礎年金番号）」欄
次のいずれかを記入
・個人番号
・年金手帳（基礎年金番号通知書）等に記入された基礎年金番号

●「⑥電話番号」欄…自宅に限らず、連絡がつきやすい番号を記入。
●「⑦住所」欄…住民票の住所

●「⑨外国人通称名」欄
外国人の場合で通称名がある場合は、住民基本台帳に登録されている通称名を記入。
（「③氏名」欄には本名を記入。）

● 記入する内容は以下を参照。

①

②

③

①

②

③

④

●備考
・国民年金保険料の前納を希望される場合は、備考欄に「前納希望」と記入するよう説明し、

あわせて、前納する期間も記入。

・住民票以外の居所（以下「郵送先」という。）へ郵便物の送付を希望される場合は、備考
欄に郵送先の郵便番号、居所及び宛名を記入。

⑤-1

「⑩届書種類・番号」欄 「⑪該当・申出年月日／出産（予定）日」欄 「⑫理由等」欄

「３」に〇 任意加入を申し出た日 「４」に〇

④
〇

〇

送付希望先 〒XXX-XXXX
東京都杉並区高井戸西●ー●ー● 本人宛

〇

⑤-1

拡大

使用する届書：「国民年金被保険者関係届書（申出書）」1-3 任意加入（60歳以上）

⑤-2

〇保険料の納付方法
原則、口座振替での納付→資格取得申出と併せて「口座振替納付申出書」を提出する

※「口座振替によらない正当な事由」がある場合や海外に居住する場合を除く）

前回と同一の口座からの振替を希望する

●備考欄に「前回と同一の口座からの振替を希望される」旨を記入する

⑤ -２

〇口座振替申出書の事務簡素化の取扱い

＜対象となる条件＞
以下の全てに該当した方が対象になります。
・資格喪失時の国民年金保険料の納付口座と同じ口座かつ、同じ振替方法で納付を希望されること。
・国民年金の資格喪失後に他の年金制度に加入していないこと。
・国民年金の資格取得について、資格喪失した国民年金の加入記録の喪失日と同月内の資格取得

であること。（前月の月末に資格喪失日があり、当月の資格取得日を有する場合は、口座振替
納付申出書の省略はできません。）

＜対象となる手続き＞
① 第１号被保険者から任意加入被保険者への資格取得手続
② 任意加入被保険者から第１号被保険者への資格取得手続
③ 任意加入被保険者から任意加入被保険者への資格取得手続

前納希望 令和X年4月～令和X年3月



●記入する内容は以下を参照。

※ 国外転出前に任意加入申出書を受付した場合は、日本年金機構へすみやかに「国民年金被保険者関係届書（申出書）」を

回付してください。日本年金機構において、出国予定日を経過した後、資格喪失日で任意加入の申出があったものとして
入力処理を行います。

【参考】 (以下、通知より抜粋)
平成8年7月31日庁文発第2309号「在外邦人に対する国民年金任意加入制度の取扱いについて」
長期出国予定者の出国前の任意加入手続きを行う際の日本に住所を有しない者であることの確認は、

「国外転出予定の記入のある住民票」により確認を行うこと。

15

〇〇〇〇 〇〇

年金 一郎

〇

X X X X X X X X X X 6 0 1 0 0 1〇

〇年 金 霞
ネ ン キ ン カ ス ミ

〇
X X X X X X X X X X X

＜海外の居住地を記入（例：アメリカ、カナダ）＞

●日付 ●氏名
提出年月日 届出者氏名

●被保険者との続柄
該当する項目に〇をする。「2.その他」の場合は（ ）に続柄を記入。

①

②

①

国 内 協 力 者 年 金 一 郎 （ 父 ）
東 京 都 杉 並 区 高 井 戸 西 ● ー ● ー ●

父

「⑩届書種類・番号」欄 「⑪該当・申出年月日／出産（予定）日」欄 「⑫理由等」欄

「３」に〇 任意加入を申し出た日※ 「４」に〇

※ 下図は、被保険者本人以外が手続きする場合の記入例です。

●「①個人番号（または基礎年金番号）」欄
次のいずれかを記入
・被保険者の個人番号
・被保険者の年金手帳（基礎年金番号通知書）等に記入された基礎年金番号

●「⑥電話番号」欄
国内協力者※の連絡がつきやすい番号を記入。
※国内協力者とは（以下、通知より抜粋）

「昭和61年4月1日庁保険発第19号 在外邦人に対する国民年金の適用に関する事務の取扱いについて」

第一 総説
一 基本的仕組み

（１）在外邦人については、外国に居住するという特殊性から国内居住者と同様の手続により国民年
金への加入、諸届の提出、保険料の納付（以下「諸手続」という。）を行わせることが困難で
あるため、国内に居住する親族等の協力者が本人に代わって諸手続を行うものとする。

第二 任意加入被保険者に係る事務の取扱い
一 協力者の範囲等

任意加入被保険者の協力者については、各種届出の代行のみならず、毎月の保険料の納付事務
を代行することにかんがみ、原則として親族とし、その範囲は、おおむね配偶者、子、父母、
兄弟等とすること。

●「⑦住所」欄
海外の居住地（生活の本拠となる場所や地域）を記入。（例：アメリカ、カナダ）

②

③

③
〇

〇

年金 一郎（父）国内協力者 連絡先000-0000-0000
〒XXX-XXXX 東京都杉並区高井戸西●ー●ー●

〇

④-1

拡大

●備考
・国民年金保険料の前納を希望される場合は、備考欄に「前納希望」と記入するよう

説明し、あわせて、前納する期間も記入。

・国内協力者の氏名・連絡先住所・被保険者との続柄を記入。

・日本滞在時から口座振替で納付しており、任意加入後も同じ口座で納付を希望される
場合は、備考欄に「前回と同一の口座からの振替を希望される」旨を記入する

③

④

使用する届書：「国民年金被保険者関係届書（申出書）」1-4 任意加入（海外に居住する方）

④-2
前回と同一の口座からの振替を希望する

前納希望 令和X年4月～令和X年3月



 任意加入手続き後の通知書

16

（１）国民年金任意加入被保険者資格取得申出受理通知書

空白

資格取得年月日、
資格喪失予定年月日を記入

＜留意事項＞

年金事務所の所在地及び電話番号を記入

＜資格喪失予定年月日＞

・65歳に到達する日
・保険料の納付可能月数（480月）に到達する日
・老齢基礎年金の受給権発生月数（120月）に到達する日

・海外任意加入者で国内協力者がいる場合は、国内協力者宛てに封書で送付する。
・任意加入被保険者として、資格取得日の属する月分から保険料が発生する。
・任意加入被保険者は、免除・納付猶予・学生納付特例の申請ができない。



 任意加入手続き後の通知書

17

（２）国民年金任意加入被保険者資格取得申出却下通知書

教示文
（P6全文掲載）

以下の却下理由に該当するため

①日本国内に住所を有する60歳未満の方

②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方

③20歳以上60歳未満までの保険料の納付可能月数（480月）を満たしている方

④厚生年金保険、共済組合に加入している方

⑤日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動（医療滞在または医療滞在者の付添人）」や「特定活動（観光・

保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者）」で滞在する方

年金事務所の所在地及び電話番号を記入



1-5 付加保険料
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〇〇〇〇 〇〇

年金 太郎

〇

X X X X X X X X X X 5 5 1 0 3 0〇

年 金 太 郎
ネンキン タロウ

X X X X X X X 〇
X X X X X X X X X X X

東京都杉並区高井戸西●ー●ー●

●日付
提出年月日

●氏名
届出者氏名

●被保険者との続柄
該当する項目に〇をする。「2.その他」の場合は（ ）に続柄を記入。

●「①個人番号（または基礎年金番号）」欄
次のいずれかを記入
・個人番号
・年金手帳（基礎年金番号通知書）等に記入された基礎年金番号

●「⑥電話番号」欄
自宅に限らず、連絡がつきやすい番号を記入。

●「⑦住所」欄
住民票の住所

●「⑨外国人通称名」欄
外国人の場合で通称名がある場合は、住民基本台帳に登録されている通称名を記入。
（「③氏名」欄には本名を記入。）

●記入する内容は以下を参照。

＜付加保険料の納付を希望される（または納付をやめたい）とき＞

＜農業者年金※の資格を取得したとき＞

＜農業者年金の資格を喪失したとき＞

※農業者年金の被保険者は被保険者になったとき（資格取得した日）から付加保険料を納付する必要

があります。

①

②

③

①

②

③

④

「⑩届書種類・番号」欄 「⑪該当・申出年月日／出産（予定）日」欄 「⑫理由等」欄

「６」に〇 付加保険料の納付を申し出た日

・付加保険料の納付を申
し出るときは「１」に〇

・付加保険料の納付を辞
退するときは「２」に〇

「⑩届書種類・番号」欄 「⑪該当・申出年月日／出産（予定）日」欄 「⑫理由等」欄

「７」に〇 農業者年金の資格取得日 「３」に〇

「⑩届書種類・番号」欄 「⑪該当・申出年月日／出産（予定）日」欄 「⑫理由等」欄

「７」に〇 農業者年金の資格喪失日 「４」に〇

国 内 協 力 者 年 金 一 郎 （ 父 ）
東 京 都 杉 並 区 高 井 戸 西 ● ー ● ー ●

③

〇
〇〇

④

拡大

使用する届書：「国民年金被保険者関係届書（申出書）」



 付加保険料手続き後の通知書

19

（１）国民年金付加保険料納付被保険者該当通知書

教示文
（P6全文掲載）

年金事務所の所在地及び電話番号を記入

付加保険料納付開始月を記入

＜留意事項＞
・付加保険料は月額400円。
・付加保険料は、納付申出月から保険料が発生する。（農業者年金は、資格取得した月から保険料が発生する。）

付加保険料の納付期限は、翌月末日。月末が土・日・祝日にあたる場合及び年末の納付期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となる。
なお、納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができる。

・付加保険料も定額保険料と併せて前納ができる。
・国民年金基金加入者は付加保険料を納められない。

定額保険料と付加保険料の金額が含まれた納付書が届く



 付加保険料手続き後の通知書

20

（２）国民年金付加保険料納付被保険者非該当通知書

教示文
（P6全文掲載）

以下の非該当理由に該当したため

①法定免除を受けている
②全額免除、一部免除を受けている
③学生納付特例を受けている
④国民年金基金加入者である
⑤農業者年金の資格を喪失した

年金事務所の所在地及び電話番号を記入

定額保険料の納付書が届く



1-6 法定免除
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〇〇〇〇 〇〇

機構 次郎

〇

X X X X X X X X X X 5 0 1 1 2 0〇

機 構 次 郎
キコウ ジロウ

X X X X X X X 〇
X X X X X X X X X X X

東京都杉並区高井戸西●ー●ー●

●日付
提出年月日

●氏名
届出者氏名

●被保険者との続柄
該当する項目に〇をする。「2.その他」の場合は（ ）に続柄を記入。

●「①個人番号（または基礎年金番号）」欄
次のいずれかを記入
・個人番号
・年金手帳（基礎年金番号通知書）等に記入された基礎年金番号

●「⑥電話番号」欄
自宅に限らず、連絡がつきやすい番号を記入。

●「⑦住所」欄
住民票の住所

●「⑨外国人通称名」欄
外国人の場合で通称名がある場合は、住民基本台帳に登録されている通称名を記入。
（「③氏名」欄には本名を記入。）

●記入する内容は以下を参照。（※左図は、免除理由に該当したときの記入例です。）

＜免除理由に該当したとき＞

＜免除理由に該当しなくなったとき＞

①

②

③

①

②

③

④

「⑩届書種類・番号」欄 「⑪該当・申出年月日／出産（予定）日」欄 「⑫理由等」欄

「８」に〇 保険料免除理由に該当した日 該当した項目に〇

「⑬保険料納付申出の確認」欄

・免除理由該当期間について納付を希望される場合は「１」に〇
（※「国民年金保険料免除期間納付申出書」の提出が必要）

・免除理由該当期間について納付を希望しない場合は「２」に〇

「⑩届書種類・番号」欄 「⑪該当・申出年月日／出産（予定）日」欄 「⑫理由等」欄

「９」に〇 保険料免除理由に該当しなくなった日 該当しなくなった項目に〇

国 内 協 力 者 年 金 一 郎 （ 父 ）
東 京 都 杉 並 区 高 井 戸 西 ● ー ● ー ●

〇

〇〇

④

拡大

〇

使用する届書：「国民年金被保険者関係届書（申出書）」



 法定免除手続き後の通知書
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（１）国民年金保険料免除理由該当通知書

空白

免除理由該当月を記入

年金事務所の所在地及び電話番号を記入

＜留意事項＞
・免除理由に該当した月の前月分から保険料の納付を要しない。
・外国人は生活保護法の適用対象とならないため、法定免除には該当しない。



 法定免除手続き後の通知書

23

＜留意事項＞
・免除理由に該当しなくなったときは、納付書が送付される。
・免除理由に該当しなくなった月の翌月分から保険料の納付義務が発生する。

（２）国民年金保険料免除理由消滅通知書

消滅の理由

①生活保護の生活扶助を受けなくなった
②障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金（２級以上）に該当しなくなったため
③国立ハンセン病療養所などに入所しなくなった

教示文
（P6全文掲載）

年金事務所の所在地及び電話番号を記入



2-1 国民年金保険料の免除（又は納付猶予）申請

〇〇 〇〇 〇〇

XXX XXXX

東京都 杉並区高井戸西●ー●ー●

年金 太郎

X X X X X X X X X X XXXXX X X XXXX

太 郎年 金
ネンキン タロウ

5 5 1 0 3 0

〇

〇

年 金
ネンキン

年 金
ネンキン

花 子
ハナコ

一 郎
イチロウ

〇 5 5 1 2 1 0

〇
XX

〇
〇

〇 X

〇 〇 〇X XX XX

①

②

●日付
提出年月日

●住所
住民票上の住所

●被保険者氏名
申請する本人の氏名
※A.③と同じ氏名になる

①

●「①個人番号（または基礎年金番号）」欄について
個人番号を記入する場合は、本人確認書類（運転免許証、パスポート等）と番号確認書類
（マイナンバーカードのコピー、個人番号の記入された住民票の写し等）の添付が必要。

●「⑤配偶者氏名」～「⑦世帯主氏名」欄について
申請期間の末日（当年度分は申請日）時点の配偶者・世帯主を記入。
※ 配偶者氏名については、別世帯（別居や単身赴任等）であっても記入し、その別世帯の配偶

者の個人番号を「⑧特記事項」欄の配偶者の個人番号欄に記入。

●「⑧特記事項」欄について
申請年度の７月～翌年６月の間に世帯変更（婚姻・離婚・世帯主変更）があった場合は記入が必要。

例）令和３年度の申請で令和３年１０月に離婚した場合
「令和3年10月15日離婚 前配偶者○○○○ 生年月日○○年○月○日」

②

●「⑨免除等区分」欄について
審査を希望しない免除等区分がある場合のみ、該当する免除等区分の数字を「×」で抹消。

●「⑩申請期間」欄について
免除・納付猶予を希望される年度を記入。
※ 複数の年度分を申請する場合は、年度ごとに申請書の作成・提出が必要。
※ 過去期間は、申請書が受理された月から２年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く。)

まで申請可能。

●「⑫特例認定区分」欄について
１．失業、倒産、事業の廃止などを理由として申請するとき

⇒ １に〇を記入した上で、該当年月日（離職日の翌日または事業を廃止した日）を記入し、
失業前の雇用保険の加入有無について該当する項目に〇を記入。

２．災害（震災、風水害、火災など）を受けたために申請するとき
⇒「2. 天災等」に〇を記入。

３．生活扶助以外の扶助、生活保護に相当する保護（外国籍の方）、特別障害給付金、配偶者の暴
力から避難していることを理由として申請するとき

⇒「３．その他」に〇を記入。

●「⑬継続希望」欄について
失業など所得要件以外の理由による申請や過去の年度分の申請の場合は、継続申請の対象にならな
いため記入不要。

③
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使用する届書：「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」

③



2-2 国民年金保険料の免除（又は納付猶予）申請
（日本年金機構がターンアラウンド方式※による免除勧奨で使用するハガキ形式の申請書の場合）

年 金
ネンキン

太 郎

タロウ

〇

年 金
ネンキン

花 子
ハナコ

XXX

9999

②

③

④

●申請者（被保険者）
印字された基礎年金番号の者本人の氏名
※ ハガキ形式では印字された基礎年金番号の者以外の者の申請はでき

ません。

●電話番号
連絡がつきやすい番号を記入。

②
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999999 9 999999 元号99
XXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXX

〇 〇
XX XX XX

2022 XX XX

①

●あらかじめ印字されているため記入不要。①

●配偶者
配偶者がいる場合は「いる」を〇で囲んで、氏名と生年月日を記入。
※ 配偶者が別世帯（別居や単身赴任等）の場合は、配偶者の個人番号

も記入。

●世帯主
世帯主が別にいる場合は「いる」を〇で囲んで、氏名を記入。

③

●提出日を記入。

※「ターンアラウンド方式」とは？
国民年金保険料の申請全額免除、一部免除又は納付猶予に該当する未納者に対して、基礎年金番号等があらかじめ記入された申請書を送付し、簡単な記入事項を記入するだけ
で申請を可能とすることにより、当該申請手続の簡素化を図るもの。

【参考】
・平成21年4月16日 庁保険発第0416001号「国民年金保険料免除・納付猶予に係る申請手続の簡素化（ターンアラウンド方式）の取扱いについて（通知）」
・令和2年11月13日 年管管発1113第２号「国民年金保険料免除・納付猶予等に係る申請手続の簡素化（ターンアラウンド方式）の対象者の追加について（通知）」

使用する届書：「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」（ハガキ形式）

【用語の説明】

⑤

⑤

●特記事項
申請年度の７月～翌年６月の間に世帯変更（婚姻・離婚・世帯主変更）
があった場合は記入が必要。
例）令和３年度の申請で令和３年１０月に離婚した場合

「令和3年10月15日離婚 前配偶者○○○○
生年月日○○年○月○日」

④
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（１）国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書（ハガキ形式）
審査結果（全額免除、4分の３免除、半額免除、4分の1免除、
納付猶予のいずれか）と、承認された期間を記入

 免除（又は納付猶予）手続き後の通知書

保険料免除制度
本人・配偶者(別世帯の配偶者を含む)・世帯主それぞれ前年所得（過去の年度分について

は、前々年所得等）が一定額の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付
が免除される制度。免除される額は、全額、4分の３、半額、4分の1の4種類がある。

＜免除・猶予承認基準＞

免除及び納付猶予の申請承認期間は、申請年度の7月から翌年６月まで

年金事務所の所在地及び電話番号を記入

保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の方（学生を除く）で、本人・配偶者(別世帯の配偶者を含む)の前年等
の所得が一定額以下（全額免除の所得基準と同じ）の場合に申請により保険料の納付が猶
予される制度。

区分 所得の目安

全額免除・納付猶予 （扶養親族等の数+1）×35万円+32万円以下

4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等（※）以下

半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等（※）以下

4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等（※）以下

※上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額。
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免除・猶予申請の却下期間を記入

（２）国民年金保険料免除・納付猶予却下通知書（ハガキ形式）

 免除（又は納付猶予）手続き後の通知書

却下理由
26頁に記入されている国民年金保険料免除
または納付猶予の承認基準以上の所得がある
ため

年金事務所の所在地及び電話番号を記入

※却下通知書が届いた場合、国民年金保険料を納付する必要がある。
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 免除（又は納付猶予）手続き後の通知書

（１）国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書

審査結果（全額免除、4分の３免除、半額免除、
4分の1免除、納付猶予のいずれか）と、承認
された期間を記入

教示文
（P6全文掲載）

（２）国民年金保険料免除・納付猶予申請却下通知書

免除・猶予申請の却下期間を記入

却下理由
26頁に記入されている国民年金
保険料免除または納付猶予の承認
基準以上の所得があるため

教示文
（P6全文掲載）

年金事務所の所在地及び電話番号を記入
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余白



3-1 学生納付特例申請

〇 〇 〇 〇 〇 〇

XXX XXXX

東京都 杉並区高井戸西●ー●ー●

国年 太郎

X X X X X X X X X X

XXXXX X X XXXX太 郎国 年
コクネン タロウ

1 6 0 5 2 0〇

〇

〇

①

②

●日付
提出年月日

●住所
住民票上の住所

●被保険者氏名
申請する学生本人の氏名

①

●「⑤申請期間」欄について
申請を希望される年度の始期及び終期を記入。在学予定年月日を超えての申請はできない。
※ 年度単位での申請となるため、複数の年度分を申請する場合は、年度ごとの申請書を提出

することが必要。
※ 過去期間は、申請書が受理された月から２年1か月前まで申請可能。

●「⑥在学予定期間」欄について
入学年月から卒業予定年月を記入。

●「⑦学校の名称」欄について
学校名を記入。

●「⑧学校の所在地」欄について
都道府県名、都市区名、町村名まで記入。

●「⑨学生の区分」欄について
該当する区分に〇を記入。
該当する区分がない場合は「5.その他」に〇を記入の上、（ ）内に具体的に記入。

●「⑩学生証の有効期限」欄について
学生証に記入された有効期限を記入。学生証に有効期限の記入がない場合は記入不要。

●「⑪前年所得」欄について（記入必須）
所得額は、収入から必要経費を引いた金額。

●「⑫特例認定区分」欄について
被保険者が以下のいずれかに該当する場合に記入。

１．失業、倒産、事業の廃止などを理由として申請するとき
⇒ １に〇を記入した上で、該当年月日（離職日の翌日または事業を廃止した日）を記入し、

失業前の雇用保険の加入有無について該当する項目に〇を記入。

２．災害（震災、風水害、火災など）を受けたために申請するとき
⇒「2. 天災等」に〇を記入。

３．生活扶助以外の扶助、生活保護に相当する保護（外国籍の方）、特別障害給付金を理由として
申請するとき

⇒「３．その他」に〇を記入。

7 4 〇 8 3

〇 〇
XX 4 X 3

〇〇大学 東京 〇 杉並区〇〇町

〇

〇 X 3

〇
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使用する届書：「国民年金保険料学生納付特例申請書」

②

③

●学校に在籍していることが分かる、学生証のコピー・在学証明書等の添付が必要。
※ 入学許可証・仮学生証は、証明書として使用不可。

③



〇 〇 〇 〇 〇 〇

XXX XXXX

高井戸西●ー●ー●

XXXXX X X XXXX国年 太郎

〇〇

〇

①

②

●学校の名称
在学している学校名

●学校の所在地
上記で記入した学校の所在地
※ 学校の名称・所在地の記入がない場合、審査ができません。
※ 前年と学校が変わった場合、大学院へ進学した場合は、

新たに申請書の提出が必要。（ハガキ形式では申請不可）

①

4

〇

8 3

〇

〇

X X 3

〇〇大学

東京 杉並

東京 杉並

③

④

⑤

●在学予定年月
入学年月及び卒業予定年月を記入

②

●学生納付特例申請期間
申請期間の終期を記入。
※ 令和5年度の申請期間は、最長で令和6年3月まで。

③

●前年所得
該当するいずれかに〇を記入。
・「所得＝収入ー必要経費」
・給与所得者の場合の所得の計算方法

「年間所得＝収入ー給与所得控除（55万円～）」
・アルバイト収入のみの場合、アルバイト収入が4万円/月
（年間48万円）の場合は、給与所得控除（55万円）以下のため、

「1.なし」に〇を記入。

④

●日付
提出年月日

●住所
住民票上の住所

●被保険者氏名
印字された基礎年金番号の学生本人の氏名
※ ハガキ形式では印字された基礎年金番号の

学生以外の者の申請はできません。

⑤
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※ 学生納付特例申請者について、在学予定期間を把握し、学生納付特例を承認した者で翌年度も引き続き在学予定の場合は、基礎年金番号等の事項を印字したハガキ形式の学生
納付特例の申請書を送付し、必要最小限の記入事項を記入するだけで申請を可能とすることにより、当該申請手続の簡素化を図るもの。

【参考】
・平成19年12月19日 庁保険発第1219002号「学生納付特例に係る申請手続の簡素化の取扱いについて（通知）」

3-2 学生納付特例申請（ハガキ形式）
（前頁の申請書で学生納付特例申請を承認され、且つ、翌年度も引き続き在学予定の者に送付するハガキ形式の申請書の場合） 使用する届書：「国民年金保険料学生納付特例申請書」（ハガキ形式）
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（１）国民年金保険料学生納付特例申請承認通知書（ハガキ形式）

 学生納付特例手続き後の通知書

学生納付特例承認期間を記入

＜学生納付特例承認基準＞

学生納付特例の対象者は、次に掲げる学校等教育施設に在学している者
①学校教育法に規定する次の学校
・大学・大学院・短期大学
・高等専門学校
・高等学校（中高一貫校・特別支援学校の高等部含む）
・専修学校
・各種学校（修業年限が1年以上の課程に限る）
・中学校（夜間、その他特別の時間に授業を行うものに限る）

②その他の教育施設であって「専修学校」に準ずる厚生労働省令に定める教育施設
・理・美容師養成施設
・栄養士・調理師養成施設 など

学生納付特例制度
学生納付特例の対象者に該当する学生が、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所

得が一定以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が猶予される制
度。なお、家族の方の所得は問わない。

学生納付特例の申請承認期間は、申請年度の4月から翌年3月まで

区分 所得の目安

学生納付特例 申請者本人のみ
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等（※）
以下

※上記「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額。

年金事務所の所在地及び電話番号を記入
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免除却下期間を記入

（２）国民年金保険料学生納付特例申請却下通知書（ハガキ形式）

 学生納付特例手続き後の通知書

却下理由
32頁に記入されている学生納付特例の承認
基準以上の所得があるため

※却下通知書が届いた場合、国民年金保険料を納付する必要がある。

年金事務所の所在地及び電話番号を記入
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 学生納付特例手続き後の通知書

（３）国民年金保険料学生納付特例申請承認通知書 （４）国民年金保険料学生納付特例申請却下通知書

教示文
（P6全文掲載）

教示文
（P6全文掲載）

学生納付特例承認期間を記入

却下理由
32頁に記入されている学生納付特例の
承認基準以上の所得があるため

年金事務所の所在地及び電話番号を記入

却下期間を記入
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余白



●「追納申込期間」欄
追納を申し込む期間を記入する。

※追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の保険料の免除等を受けた期間のみ。

4-1 追納申込

36

〇〇〇〇 〇〇

機構 次郎

X X X X X X X X X X 〇

機 構 次 郎
キコウ ジロウ

X X X XXXX X X XX

●日付
提出年月日

●住所
住民票の住所

●氏名
届出者氏名

●「①個人番号（または基礎年金番号）」欄
次のいずれかを記入
・個人番号
・年金手帳（基礎年金番号通知書）等に記入された基礎年金番号

●「④電話番号」欄
自宅に限らず、連絡がつきやすい番号を記入。

①

②

①

②

③

使用する届書：「国民年金保険料追納申込書」

東京都杉並区高井戸西●ー●ー●

5 0 0 5 0 1

③

拡大

〇〇

〇 〇

〇

〇

2 7 1 0

2 8 0 4

2 8 0 3

2 9 0 3

2 9 0 4 3 1 0 3 〇〇

〇

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

学生納付特例または納付猶予期間 法定免除または申請免除期間

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

法定免除または申請免除期間 学生納付特例または納付猶予期間

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

学生納付特例期間 納付猶予期間

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

法定免除期間 申請免除期間

※申請免除→全額免除、一部免除（ 4分の3免除・半額免除・4分の1免除）を指す

④「学生納付特例または納付猶予」期間より先に「法定免除または申請免除」期間がある場合、
どちらを納めるか選択できる。

③「法定免除または申請免除」期間より先に「学生納付特例または納付猶予」期間がある場合、

「学生納付特例または納付猶予」期間を優先する。

②「法定免除」と「申請免除」は、先に経過した月分が優先する。

＜追納の順序＞
①「学生納付特例」期間と「納付猶予」は、先に経過した月分が優先する。

例：平成27年（2015年）4月から平成28年（2016年）3月まで保険料の免除等を受けた期間を有する方が、
令和7年（2025年）10月に追納申込をした場合

免除期間
（月分）

H27.4 H27.9

追納できない

H28.3

追納できる

H27.10

〇



 追納申込手続き後の通知書
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（１）国民年金保険料追納申込承認通知書

追納金額、追納承認期間を記入

（２）国民年金保険料追納申込却下通知書

教示文
（P6全文掲載）

教示文
（P6全文掲載）

年金事務所の所在地及び電話番号を記入

以下の却下理由に該当するため

①老齢基礎年金の受給者である
②追納申込期間に保険料の未納がある（※）

（※）追納申込期間に保険料の未納がある

追納は、免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付する制度。
そのため、免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けていない未納期間や、一部免除の承認を受けている場合、納付すべき一部の保険料額が未納の期間は追納することができない。

例 1月 2月 3月 4月 5月

1/2免除 1/2免除 1/2免除 1/2免除 未納

（1/2は納付済） （1/2は納付済） （1/2は納付済） （1/2は未納）

1月分から3月分は免除承認を受け、納付すべき一部の保険料を納付
しているため、追納することができる。
4月分は、一部免除の承認を受けているが、納付すべき一部の保険料
額が未納のため、追納することができない。
5月分は免除承認されておらず未納のため、追納することができない。
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 追納申込手続き後の通知書

（3）納付書

裏

表 ①古い月分から順に納める
例：「平成28年4月分～平成30年3月分までを1か月ずつ納める」と申込

すると、24枚（24か月分）の納付書が送付される。
平成28年4月分から順に納める。

※【注意】順に納めなかった場合、保険料が還付される。

②使用期限に注意

「使用期限」を経過すると納付書が使えなくなる。

【留意事項】
納付書の「使用期限」を経過し、納付書が使えなくなった場合、追納が承認

された月の前10年以内の期間であれば、再度、追納申込をすることができる。
年金事務所に来所もしくは電話で再度追納申込を行うことで、新しい納付書が
送付される。

（例）
①平成27年４月分 →令和７年３月31日期限を過ぎてしまった
②令和７年４月10日再度申込
③平成27年４月分→ 令和７年４月30日期限の新しい納付書を送付

※【注意】保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、３年

度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に
応じた加算額が上乗せされる。

（納付書）
平成28年4月分

（納付書）
平成30年3月分

古 新

追納保険料を納める場合は、納付書の使用順序と使用期限に注意する。
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余白



5-1 口座振替納付（変更）申出（銀行口座を指定する）
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5 6 7 8 9 0

〇

国 年 次 郎

03

〇〇区〇〇町11ー11ー111

●日付 ●住所
提出年月日 被保険者の郵便番号及び住所を記入。

●被保険者氏名（フリガナ） ●電話番号
被保険者の氏名及びフリガナを記入。 該当する種別に〇を付し、市外局番から記入。

●「基礎年金番号」欄
年金手帳（基礎年金番号通知書）に記入された基礎年金番号を記入。

●「生年月日」欄
該当する元号に〇を付し、生年月日を記入。

使用する届書：「国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書 兼 還付金振込方法（変更）申出書」

①

②

③

⑤

1 1 1 - 1 1 1 1

コ ク ネ ン ジ ロ ウ

9999 9999

〇 〇 〇

①

1 2 3 4 5 5 0 1 1 1

〇 〇 〇 〇

0 1 2 3 4 5 6

②

●「銀行区分」欄
「銀行等（ゆうちょ銀行を除く）」に〇を付す。

●「金融機関名」欄
金融機関名を記入し、該当する項目に〇を付す。

●「預金種別」欄
該当する項目に〇を付す。

●「口座番号」欄
口座番号を右詰めで記入。

●「口座名義人」欄
口座名義人（フリガナ）を記入。 ※ 被保険者本人の口座であっても記入が必要。

③

記入事項の訂正が生じた場合の対応について！

0 1 2 3 1 2 3国
年

0 1 2 3 4 5 6

二重線で抹消し、訂正印として口座
届出印の押印が必要。

（訂正印の押印は2枚目のみで可。）

④

●「お届け印」欄
２枚目に口座届出印を押印。

④

国 年 次 郎

コ ク ネ ン

・過去の納め忘れの保険料を口座振替で納付することはできない。

・一部免除承認者は、口座振替の前納（2年・1年・6か月前納、当月末振替(早割)）の利用はできない。

口座振替申出にあたっての留意事項（銀行口座・ゆうちょ銀行口座共通）

シ 〃 ロ ウ

〇

●「振替方法」欄
１～５の中から希望される振替方法を１つ選択し、該当する数字に〇を付す。

 振替方法に前納（6カ月前納、1年前納、2年前納）を選択する場合、令和6年3月以降の申込から、

年度の途中からでも口座振替による前納が可能。

 申出書の提出後、初回振替日に年度末（2年前納を選択した場合は翌年度末）までの前納の保険

料を振替する。

⑤

⑥

●「還付金振込方法」欄
口座振替口座への還付金の振込を希望しない場合は、「希望しません」に

「〇」をつける。

⑥



5-2 口座振替納付（変更）申出（ゆうちょ銀行口座を指定する）
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5 6 7 8 9 0

〇
国 年 次 郎

03

〇〇区〇〇町11ー11ー111

●「基礎年金番号」欄
年金手帳（基礎年金番号通知書）に記入された基礎年金番号を記入。

●「生年月日」欄
該当する元号に〇を付し、生年月日を記入。

①

②

③

⑤

1 1 1 - 1 1 1 1

コ ク ネ ン ジ ロ ウ

9999 9999

〇 〇 〇

1 2 3 4 5 5 0 1 1 1

0 1 2 3 4 5 6 1

②

●「銀行区分」欄

「ゆうちょ銀行」に〇を付す。

●「通帳記号」欄
「1」に続く通帳記号を記入。※最初の「１」は印字済みであるため記入不要。
ゆうちょ銀行の通帳記号に枝番（ハイフンに引き続く数字）がある方は、その枝番を右端（吹き
出し「枝番記入欄」で示している欄）に記入。

●「通帳番号」欄
通帳番号を右詰めで記入。※7桁以下の場合は先頭に「０」を補って記入。

●「口座名義人」欄
口座名義人（フリガナ）を記入。※ 被保険者本人の口座であっても記入が必要。

③

記入事項の訂正が生じた場合の対応について！

④

●「お届け印」欄
２枚目に口座届出印を押印。

④

国 年 次 郎

0 2 6

0 1 2 3 4 5 6 1
0 1 2 3 4 1 2 3

枝番
記入欄

二重線で抹消し、訂正印として口座
届出印の押印が必要。

（訂正印の押印は2枚目のみで可。）
国
年

●日付 ●住所
提出年月日 被保険者の郵便番号及び住所を記入。

●被保険者氏名（フリガナ） ●電話番号
被保険者の氏名及びフリガナを記入。 該当する種別に〇を付し、市外局番から記入。

①

コ ク ネ ン シ 〃 ロ ウ

〇

●「振替方法」欄
１～５の中から希望される振替方法を１つ選択し、該当する数字に〇を付す。

 振替方法に前納（6カ月前納、1年前納、2年前納）を選択する場合、令和6年3月以降の申込から、

年度の途中からでも口座振替による前納が可能。

 申出書の提出後、初回振替日に年度末（2年前納を選択した場合は翌年度末）までの前納の保険

料を振替する。

⑤

●「還付金振込方法」欄
口座振替口座への還付金の振込を希望しない場合は、「希望しません」に

「〇」をつける。

⑥

使用する届書：「国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書 兼 還付金振込方法（変更）申出書」



「指定預金口座は変更せず、振替方法を『１年前納』から『２年前納』に変更する」など、
「B.指定預金口座・振替方法」のみの変更を希望される場合の手続きです。

5-3 口座振替納付（変更）申出（振替方法のみを変更する）

42

5 6 7 8 9 0

〇
国 年 次 郎

03

〇〇区〇〇町11ー11ー111

●「基礎年金番号」欄
年金手帳（基礎年金番号通知書）に記入された基礎年金番号を記入。

●「生年月日」欄
該当する元号に〇を付し、生年月日を記入。

①

②

③

⑤

1 1 1 - 1 1 1 1

コ ク ネ ン ジ ロ ウ

9999 9999

〇 〇 〇

1 2 3 4 5 5 0 1 1 1

②

●「振替方法のみ変更」欄
〇を付す。

●「銀行区分」欄
記入不要。

●「口座名義人」欄
記入不要。

③

④

●「お届け印」欄
押印不要

④

●日付 ●住所
提出年月日 被保険者の郵便番号及び住所を記入。

●被保険者氏名（フリガナ） ●電話番号
被保険者の氏名及びフリガナを記入。 該当する種別に〇を付し、市外局番から記入。

①

●「振替方法」欄
１～５の中から希望される振替方法を１つ選択し、該当する数字に〇を付す。

 振替方法に前納（6カ月前納、1年前納、2年前納）を選択する場合、令和6年3月以降の申込から、

年度の途中からでも口座振替による前納が可能。

 申出書の提出後、初回振替日に年度末（2年前納を選択した場合は翌年度末）までの前納の保険

料を振替する。

⑤

●「還付金振込方法」欄
口座振替口座への還付金の振込を希望しない場合は、「希望しません」に

「〇」をつける。

⑥

使用する届書：「国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書 兼 還付金振込方法（変更）申出書」



5-4 口座振替納付（変更）申出（還付金振込方法のみを変更する）
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5 6 7 8 9 0

〇
国 年 次 郎

03

〇〇区〇〇町11ー11ー111

●「基礎年金番号」欄
年金手帳（基礎年金番号通知書）に記入された基礎年金番号を記入。

●「生年月日」欄
該当する元号に〇を付し、生年月日を記入。

①

②

③

1 1 1 - 1 1 1 1

コ ク ネ ン ジ ロ ウ

9999 9999

〇 〇 〇

1 2 3 4 5 5 0 1 1 1

②

●「還付金振込方法のみ変更」欄
〇を付す。

●還付金振込方法のみ申出する場合は、
２枚目の用紙への記入、提出は不要

③

④

●「お届け印」欄
押印不要

④

既に口座振替を実施している者が口座振替口座への直接還付を希望するとき、「C.還付金振込方
法」のみの変更を申出される場合の手続きです。

●日付 ●住所
提出年月日 被保険者の郵便番号及び住所を記入。

●被保険者氏名（フリガナ） ●電話番号
被保険者の氏名及びフリガナを記入。 該当する種別に〇を付し、市外局番から記入。

①

使用する届書：
「国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書 兼 還付金振込方法（変更）申出書」



 口座振替納付（変更）申出後の通知書

44

（１）国民年金保険料口座振替開始（変更）通知書 ／ 国民年金保険料口座振替額通知書

「初回振替日」欄

→口座振替開始日がいつなのか確認する

「納付対象月」欄

→振替されるのは何月分の保険料なのか確認する
初回に振替される月分から３月までの振替予定日
及び予定額を記入

前納振替の予定を記入
年金事務所の所在地及び電話番号を記入

9999－999999

xxZ9 年 Z9 月 Z9 日
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxZ9 年 Z9 月 Z9 日

xxZ9 年 Z9 月 Z9 日 ー xxZ9 年 Z9 月 Z9 日

xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

＊＊＊＊＊＊＊＊＊xxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x x Z9 ｘｘZ9 Z9 Z9 zzz,zzz
x x

x x
x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Z9

Z9

Z9

Z9

Z9

Z9

Z9

Z9

Z9

Z9

Z9

ｘｘZ9

ｘｘZ9

ｘｘZ9

ｘｘZ9
ｘｘZ9

ｘｘZ9

ｘｘZ9

ｘｘZ9

ｘｘZ9

ｘｘZ9

ｘｘZ9

Z9

Z9

Z9
Z9

Z9

Z9

Z9

Z9
Z9
Z9

Z9

Z9

Z9

Z9

Z9

Z9

Z9

Z9

Z9

Z9
Z9

Z9

zzz,zzz

zzz,zzz
zzz,zzz
zzz,zzz

zzz,zzz

zzz,zzz

zzz,zzz

zzz,zzz

zzz,zzz
zzz,zzz

zzz,zzz

ｘｘZ9  Z9

ｘｘZ9  Z9
ｘｘZ9  Z9

ｘｘZ9  Z9

xxZ9 Z9    Z9

xxZ9 Z9    Z9

zzz,zzz

zzz,zzz
xxx-xxxx

ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

【留意事項】
・一度前納を申し込むと、原則、次回以降も同じ振替方法で引き落としされる。
＜残高不足で引き落としができなかった時＞
・毎月納付の場合、次回の口座振替日に翌月分と合わせて２か月分の再振替を行う。再振替ができなかった場合は納付書が送付される。
・2年前納・１年前納・６か月前納の場合、前納の再振替は行われず、自動的に割引のない毎月納付となる。口座振替での前納は、翌年度になると

再開される。
・当年度中にもう一度前納を希望される場合、口座振替ではなく現金での前納であれば申し込むことができる。



6-1 クレジットカード納付（変更）申出
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〇

国 年 太 郎

〇〇郡〇〇町４ー11ー1５

●日付
提出年月日

●「①個人番号（または基礎年金番号）」欄
個人番号または年金手帳（基礎年金番号通知書）に記入された基礎年金番号を記入。

●「②生年月日」欄 ●「被保険者氏名」欄
該当する元号に〇を付し、生年月日を記入。 被保険者の氏名を記入。

●「③電話番号種別」「④電話番号」欄 ●「住所」欄
該当する種別に〇を付し、市外局番から記入。 被保険者の郵便番号及び住所を記入。

使用する届書：「国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書」

①

②

③

〇 〇 〇
①

123 456 7 8 9 0 1 2

②

●「⑤カード番号（右詰めで記入）」欄
クレジットカードの番号を右詰めで記入。※ 16桁以下の場合は、左先頭に「０」を補って記入。

●「⑥カード有効期限」欄
カードの有効期限を記入。

●「クレジットカード名義人氏名（自署）」欄
クレジットカード名義人の氏名を記入。 ※ クレジットカード名義人の方が自署で記入する。

●「被保険者との続柄」欄
被保険者との続柄を記入。（例：クレジットカードの名義が被保険者本人の場合は「本人」）

●「電話番号」欄
被保険者との続柄が「本人」以外の場合に記入。

●「ご利用いただくクレジットカードに〇印をつけてください。」欄
クレジットカードの発行会社に〇を付す。
一覧の中にクレジットカードの発行会社がない場合は、国際ブランド（JCB、VISA、MasterCard、
DinersClub、アメリカン・エキスプレス）を確認の上、該当する国際ブランドに〇を付す。

●「納付方法」欄
１，２，３，５の中から希望される振替方法を１つ選択し、該当する数字に〇を付す。

 振替方法に前納（6カ月前納、1年前納、2年前納）を選択する場合、令和6年3月以降の申込

から、年度の途中からでもクレジットカード納付による前納が可能。

 申出書の提出後、初回振替日に年度末（2年前納を選択した場合は翌年度末）までの前納の保

険料を振替する。

③

5 0 0 1 0 1

〇 ××× 1 23 4 5 6 7

1 1 1 1 1 1 1

4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 8 2 4

国 年 一 郎 父 ××× 2 34 5 67 8

＜続柄が「本人」又は「配偶者」以外の場合における留意事項＞
クレジットカード名義人に対して電話又は書面※1による同意確認が必要となる。
（「国民年金保険料クレジットカード納付に関する約定」（次頁掲載）の項番16を参照。）

※1：「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」（次頁掲載）

・過去の納め忘れの保険料をクレジットカードで納付することはできない。

・一部免除承認者はクレジットカードによる納付はできない。

・分割払い、リボ払い等はできない。（１回払いのみ。）

・カード名義人の口座からの引き落とし日は各カード会社により異なる。

クレジットカード納付申出にあたっての留意事項



国 年 太 郎

国 年 一 郎

国 年 一 郎

〇〇市〇〇町２ー３０

〇 〇 〇

△△

 【参考】クレジットカード納付（変更）申出をする場合の各種資料
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使用する届書：「国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書」

「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」 「国民年金保険料クレジットカード納付に関する約定」

拡大

※ 以下の同意書記入例は、被保険者とは異なる者が、クレジットカード納付する場合に提出が必要です。
【例：子どもの国民年金保険料を親（別居）のクレジットカードで納付する場合】



 クレジットカード納付(変更)申出後の通知書

47

（１）国民年金保険料クレジットカード納付開始（変更）通知書 ／ 国民年金保険料クレジットカード納付額通知書

※ 手続きが完了した場合に送付される通知書

初回に振替される月分から３月までの振替予定日
及び予定額を記入

年金事務所の所在地及び電話番号を記入

「初回立替納付日」欄

→クレジットカード引き落とし開始日がいつなのか確認する

「納付対象月」欄

→振替されるのは何月分の保険料なのか確認する

【留意事項】
残高不足で引き落としができなかった場合、納付書が送付される。

前納振替の予定を記入

xxx-xxxx
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

9999－999999

xxZ9 年 Z9 月 Z9 日
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxy9 年 Y9 月 Y9 日

xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxZ9 年 Z9 月 Z9 日 ー xxZ9 年 Z9 月 Z9 日

x x
x x

x x

x x

x x
x x
x x

x x

x x

x x

x x

x x

Z9

Z9
Z9
Z9

Z9

Z9
Z9

Z9

Z9
Z9
Z9

Z9

ｘｘZ9

ｘｘZ9
ｘｘZ9

ｘｘZ9

ｘｘZ9

ｘｘZ9

ｘｘZ9

ｘｘZ9
ｘｘZ9

ｘｘZ9
ｘｘZ9

ｘｘZ9

Z9

Z9

Z9

Z9
Z9

Z9

Z9

Z9

Z9

Z9
Z9

Z9

Z9

Z9
Z9

Z9

Z9

Z9

Z9
Z9

Z9

Z9

Z9
Z9

zzz,zzz
zzz,zzz

zzz,zzz
zzz,zzz

zzz,zzz

zzz,zzz

zzz,zzz

zzz,zzz

zzz,zzz

zzz,zzz
zzz,zzz

zzz,zzz

ｘｘZ9  Z9
ｘｘZ9  Z9
ｘｘZ9  Z9

ｘｘZ9  Z9

xxZ9 Z9    Z9

xxZ9 Z9    Z9

zzz,zzz

zzz,zzz
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（２）クレジットカードの有効性確認結果のお知らせ

※ 手続きが完了しなかった場合に送付される通知書

 クレジットカード納付(変更)申出後の通知書

クレジットカードの有効性確認
日本年金機構がクレジットカード会社に対してクレジットカード番号の有効性

（利用可否）について確認を行うこと

別のクレジットカードにより立替納付を希望される場合は、
再度申出書の提出が必要となる。

口座振替中の被保険者がクレジットカード納付を申請し、
有効性の確認結果、クレジットカードが無効と判断された
場合は、現状の口座振替を終了せずそのまま口座振替が
継続される。

クレジットカードの有効性の判断は、各クレジットカード会社が行っているため、
日本年金機構からクレジットカード会社に問い合わせても個人情報保護の観点から、
回答を得られない。内容を確認する方法としては、クレジットカード名義人より、
直接、クレジットカード会社へ問い合わせる。

xxx-xxxx
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

9999－999999
xxZ9 年 Z9 月 Z9 日
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4567-8910-1234-5678



7-1 国民年金保険料還付請求
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①
②

③

拡大

使用する届書：「国民年金保険料還付請求書」

東京都杉並区高井戸西●ー●ー●

〇 〇 〇

0 1 1 2 34 5 6 7 8

国 年 花 子

コ ク ネ ン ハ ナ コ

1 2 3 4 5 6 7 〇

〇
○○ △△

0 1 2 3 4 5 6

コ ク ネ ン タ イ ス ケ゛

〇 〇 〇 国年 花子

国 年 大 輔

コ ク ネ ン ダ イ ス ケ

7 6 5 4 3 2 1 ○○市 ○○町 ○○ 1-2-3

●日付
提出年月日

●「③フリガナ」「④氏名」欄
請求者の氏名（フリガナ）を記入

●「⑤続柄」欄
被保険者が亡くなっている場合、続柄欄に○が付されているか確認する。

●「⑥郵便番号」「⑦住所」欄
請求者の郵便番号及び住所を記入。

●「電話番号」欄
該当する種別に〇を付し、市外局番から記入。

1234-567890 平成〇 〇 〇

①

留意事項

郵便局送金（窓口受取）を希望した場合は、Ｂ．振込先欄の欄外余白に「受取郵
便局名、受取郵便局所在地の郵便番号、郵便局コード」を追記する。

③

④

還付請求書は、充当・
還付通知書と切り離し
てご提出ください。

④

●「振込先」欄

＜銀行等（ゆうちょ銀行以外）＞

①金融機関名、支店名が記入されているか確認する（店舗の統廃合に注意

すること）。

②預金種別に○が付されているか確認する。

口座番号が右詰め7桁で記入されているか確認し、6桁以下の場合は先頭に

「0」を記入する。

③請求者氏名と口座名義人が一致しているか確認し、一致しない場合は、

「委任欄」「C.代理人欄」が記入されているか確認する。

●「振込先」欄

＜ゆうちょ銀行＞

「⑩通帳番号」が右詰め8桁で記入されているか、8桁目が「1」となって

いるか確認する。8桁以下の場合は、先頭に「0」を記入する。

⑤ ●「委任」欄 「代理人」欄

請求者以外の口座で還付金を受領する場合に記入。

＜「委任」欄＞

請求者の氏名を記入

＜「代理人」欄＞

代理で還付金を受領する者の氏名（フリガナ）、郵便番号、住所を記入する。

②

⑤



 国民年金保険料還付請求後の通知書
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（１）振込手続き完了のご案内（振込通知書）

（２）国庫金送金通知書

還付金の請求を代理人に委任した場合、「振込
手続き完了のご案内」は代理人宛てに届く。

※「振込手続き完了のご案内」は、還付金が口座に入金された後に送付される。

※「国庫金送金通知書」は、郵便局送金（窓口受取）を希望した場合、簡易書留で送付される。

支払は、国（官署支出官 年金局事業企画課長）となるため、通帳に記入される
振込人の名義は、「ネンキンキヨク ジギヨウキカクカチヨウ」となる。

POINT



【参考】免除・納付猶予・学生納付特例 添付書類一覧

特例認定区分 添付書類 備考

失業

• 失業、倒産、事業の廃止を
理由として申請するとき

① 雇用保険の被保険者だった者（次のいずれか）
• 雇用保険受給資格者証の写し
• 雇用保険受給資格通知の写し
• 雇用保険被保険者離職票の写し
• 公共職業安定所が発行又は証明した離職日を確認できる書類

【添付理由】
• 離職年月日を確認するため。

② 雇用保険の適用除外になる国、都道府県、市区町村、及びこれらに準ずるものに雇用さ
れていた者

• 当該雇用先が退職を証明した書類（退職辞令の写し）

③ 事業の廃止（廃業）又は休止の届出を行った場合(次のいずれか)
• ア 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し、及び申請の際

に添付した事業の休止又は廃止を明らかにする書類の写し

【添付理由】
• 離職や事業の休止による決定かを総合的に

判断するため。

（以下については、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要）

• イ 履歴事項全部証明書又は閉鎖事項証明書

• ウ 項目が「倒産」、「解散」又は「閉鎖」の税務署等への異動届出書、個人事業の
開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し

• エ 保健所への廃止届出書（保健所の受付印のあるものに限る）

• オ その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる書類

【ポイント】
• イ～オについては、申請書の備考欄又は添付

書類の余白への申請者等が失業の状態である
ことの申立ての記入が必要となる。

• イの閉鎖事項証明書が添付された場合、過年
度に、同一の事由で事実発生日が異なる「雇
用保険適用事業所廃止届」等の証明書により
承認していることがある。そのため、前年度
以前に失業特例で承認している場合は確認す
ること。

• ウの異動届出書、個人事業の開廃業等届出書
又は事業廃止届出書等を電子申告で提出した
場合は、当該書類とともにｅ－Tａｘ又はｅ
ＬＴＡＸの受付番号が確認できる通知を提出
する。

④ ①から③までの書類で失業等の事実が確認できない者
• 個人住民税の納税通知書が添付された離職の事実を確認できる事業主の証明書
• 納税通知書の交付を受けられない者は、納税通知書を添付できない理由の記載がある、

又は当該理由を確認できる給与明細書の写し等が添付された、離職の事実を確認できる
事業主の証明書

納税通知書の交付を受けられない者
• 特別徴収の対象外の者、又は退職時に一括で

残税額を特別徴収された者

・次の場合は添付書類の省略が可能です。
過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合
→備考欄に「失業等に関する証明書類提出済」と記入するよう案内し、失業証明書類の添付を求めず、受付してください。

・複数年度申請の場合はそれぞれの申請書に添付してください。

＜留意事項＞

【失業等を理由とする免除等に係る事務処理の見直し】（令和５年３月６日以降の取扱い）

【提出時の注意】
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特例認定区分 添付書類 備考

その他

• 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けて
いることを理由として申請するとき

• 生活保護に相当する保護を受けていることを理
由として申請するとき【外国籍の方】

福祉事務所・市区町村等が発行した保護決定通知書等の当該扶助を受け
ていることが確認できる書類

【注意】
• 生活保護法による生活扶助を受けている場合

は、法定免除に該当するため、免除理由該当
届の提出を案内する。

• ただし、外国籍の場合は法定免除に該当しな
いため、免除申請書で申請を受理する。

特例認定区分 添付書類 備考

その他

• 特別障害給付金を受けていることを理由として
申請するとき

特別障害給付金の受給資格者と確認できる書類（受給資格者証等）

特例認定区分 添付書類 備考

天災等

• 災害（震災・風水・火災など）を受けたために
申請するとき

国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届

【添付理由】
• 被災による損害状況（財産におおむね２分の１

以上の損害があること）を確認するため。
• 財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入す

ること。

罹災証明書、または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合
は「被災状況届」の提出は不要。

保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
災害に伴って、保険金・損害賠償金等が支給され
る場合は必要。

学生納付特例申請

添付書類 備考

在学証明書（原本）又は学生証の写し

【注意】
• 学生証の裏面に有効期限、学年、入学年月日の

記載がある場合、その写しも必要となる。
• 学生証に有効期限が記載されている場合は、期

限が切れていないことを確認する。
• 在学証明書は、申請期間の確認ができるか、発

行年月日や在学期間に注意する。

• 失業したあと学生となり、学生納付特例申請をする場合は前頁の「＜失業（失業、倒産、事業の廃止を理由として申請するとき）＞」をご覧ください。

【参考】免除・納付猶予・学生納付特例 添付書類一覧

＜学生納付特例の留意事項＞

• 次の場合は添付書類の省略が可能です。
① ターンアラウンドによる申請書（ハガキ形式）で申請する場合
② 学生納付特例事務法人等に、学生納付特例の申請を委託する場合
③ 市区町村窓口で学生等であること又は学生等であったことを証明する書類の提示を受けた場合
→申請書の市区町村確認欄「学生証確認済」のチェックボックスにチェックを入れてください。
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【参考】資格取得・免除申請に係るお客様対応

１.会社員や公務員など厚生年金保険、共済組合に加入していた方が退職して、国民年金の資格取得手続をする場合

ご案内ポイント 記入例・通知集記載箇所

①退職日の確認
1-1 資格取得
1-2 種別変更

②保険料の納付方法の説明  資格取得手続き後の通知書

③付加保険料の説明 1-5 付加保険料

④前納制度の説明
1-1 資格取得
1-2 種別変更

⑤口座振替・クレジットカード納付の説明

5-1 口座振替納付（変更）申出（銀行口座を指定する）
5-2 口座振替納付（変更）申出（ゆうちょ銀行口座を指定する）
5-3 口座振替納付（変更）申出（振替方法のみを変更する）
6-1 クレジットカード納付（変更）申出

⑥保険料の還付について 7-1 国民年金保険料還付請求

会社員や公務員など厚生年金保険、共済組合に加入していた方が退職した場合は、国民年金の資格取得手続を行う必要があります。
退職による資格取得の手続きを行うお客様が窓口に来訪された際は、次の６点をご確認もしくはご案内していただくようお願いいたします。

お客様対応に係るQ&A

① 退職日の確認

Q 退職日を確認できる書類とは具体的にどういうものですか。

A 雇用保険被保険者離職票や、退職した勤務先から発行された退職を確認できる証明書です。

② 保険料の納付に関する説明

Q 国民年金の手続き後、保険料の納付は何月分から納付して、いつまでに納付したらいいですか。

A
退職した翌日から国民年金に加入となります。例えば、退職日が３月 31 日の場合は、その翌日である４月１日が国民年金の資格取得日です。
この場合、４月分から保険料を納付していただくことになります。
保険料の納付期限は毎月翌月末です。月末が土・日・祝日・年末にあたる場合は、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。

Q 国民年金の手続き後、納付書はいつ頃届きますか。また、どこで納付することができますか。

A

国民年金の加入手続き後、約１か月後に納付書が届きます。
納付書を使って、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアの窓口で納付することができます。また、口座振替・クレジットカード納付・電子納付・スマホ決済が可能です。
【注意事項】
• コンビニエンスストアの窓口・電子決済では 30万円を超える保険料を納付することができません。
• 年金事務所の窓口では、原則、納付することができません。

Q 納付した国民年金保険料は、年末調整・確定申告にも利用できますか。

A
納付した国民年金保険料は、所得税や個人住民税の計算上、全額、社会保険料控除の対象となります。現金納付で納付された場合は領収書を保管しておくようお願いします。
また、毎年11月頃にその年に納付した国民年金保険料額の証明（社会保険料控除証明書）が届きますので、年末調整・確定申告にご使用ください。
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③ 付加保険料の説明

Q 将来の年金額を増やすことができる制度はありますか。

A
定額の国民年金保険料に加えて、月額400円の付加保険料を納める仕組みがあります。付加保険料を納めることで、将来受け取る年金額を増やすことができます。
例えば、付加保険料を 10年間納めた場合は、付加保険料が、400 円 × 120か月で、合計48,000円を納付することになります。
将来受け取る老齢基礎年金に、１年あたり合計 24,000円上乗せして受け取ることができます 。年金を２年以上受け取ると、支払った付加保険料以上の年金を受け取ることができます。

Q 付加保険料は来月に申し込みをしようと思うのですが、来月申し込みをしても今月分から納付することはできますか。

A
付加保険料は、申し込みをした月分から納付することができます。
例えば４月分から付加保険料を納付したい場合は、４月中に手続きを行う必要があります。５月に手続きをすると５月分からしか納付することができません。

④ 前納制度の説明

Q 保険料をまとめて納付すると割引されますか。

A

２年間、１年間、６か月間あるいはその年度の一定期間について保険料を前もって一括して納付すると、保険料が割引されます。
前納の納付方法としては、口座振替・クレジットカード納付・現金納付の方法があります。納付方法と前納する期間によって、割引率が異なります。

また、これまで口座振替・クレジットカード納付での前納は、4月末（又は10月末）に限り実施していましたが、令和６年3月以降の申込から、年度の途中でも口座振替・クレジットカード納
付による前納が可能になりました。
申出書の提出後、初回振替（立替）日に、年度末（２年前納を選択した場合は翌年度末）までの前納の保険料を振替（立替）します。

前納の種類 ２年前納 １年前納 ６か月前納 毎月納付

１回あたりの納付額 現金納付
クレジットカード納付

425,160円 210,120円 105,060円 17,510円

口座振替 408,150円 205,720円 103,870円 17,450円

割引額 現金納付
クレジットカード納付

15,670円 3,730円 850円 ―

口座振替 17,010円 4,400円 1,170円 ―

＜初回振替時の振替対象期間（口座振替納付の場合）＞ ＜初回立替納付時の立替納付対象期間（クレジットカード納付の場合）＞
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⑤ 口座振替・クレジットカード納付の説明

Q 口座振替をインターネット専業銀行（ネット銀行）で行いたいですが、可能ですか。

A イオン銀行・ＧＭＯあおぞらネット銀行のインターネット専業銀行（ネット銀行）であれば、口座振替が可能です。（ＧＭＯあおぞらネット銀行はR6.4から可能）

Q クレジットカード納付の場合、立替納付日（引き落とし日）までに、クレジットカードの利用限度額の上限に達していなければ引き落としされますか。

A

立替納付日（引き落とし日）は、クレジットカードの利用限度額や有効性を確認する日ではありません。
クレジットカードの確認作業は、毎月納付の場合、該当月の月初から数えて第８営業日 (前月末日が非営業日の場合は第９営業日 )から20日の間に行います。
また、６か月前納・１年前納 ・２年前納の場合、 初回立替納付月、４月、10月 （６か月前納の場合のみ） の月初から数えて第８営業日 (前月末日が非営業日の場合は第９営業日 )から
20日の間に行いますので、 カード利用限度額にご注意ください。

⑥ 保険料の還付について

Q 前納した後に、厚生年金保険に加入した場合、納付した国民年金保険料はどうなりますか。

A
厚生年金保険に加入した月以降の国民年金保険料をお返しします。還付請求書の案内が届きますので、必要事項を記入し提出してください。
請求書の受付後、約1か月でお支払いする予定です。支払日についての通知書も追って届きます。
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2.会社員や公務員など厚生年金保険、共済組合に加入していた方が退職し、保険料を納めるのが難しい場合

ご案内ポイント 記入例・通知集記載箇所

①申請書の記入・提出について
2-1 国民年金保険料の免除（又は納付猶予）申請
2-2 国民年金保険料の免除（又は納付猶予）申請

②添付書類について 【参考】免除・納付猶予・学生納付特例 添付書類一覧

③免除承認期間と給付への影響について ―

④審査結果の通知について  免除（又は納付猶予）手続き後の通知書

⑤追納について
4-1 追納申込
 追納申込手続き後の通知書

経済的な理由により保険料を納めることができないときは、申請により保険料を免除する制度を利用できます。免除・納付猶予制度をご案内の際は、次の５点を説明してください。

お客様対応に係るQ&A

① 申請書の記入・提出について

Q 署名欄の被保険者欄の氏名は、誰の名前を記入したらよいですか。

A
被保険者氏名は、申請する本人の氏名を記入していただきます。
被保険者以外の氏名（配偶者や世帯主）を記載している場合や氏名欄が空欄となっている場合があるので注意してください。

Q 免除申請書は毎年申請する必要がありますか。

A

免除の年度切り替えは毎年７月です。７月以降も免除を希望される場合は、７月以降に当該年度分の申請をしてください。
※ 承認された期間が終了した後、引き続き同一の要件に該当する場合に継続して申請する旨の申出をしておくこと（継続免除）により、申請を毎年行う必要がない場合もあります。

（全額免除・納付猶予に限る）
※ ただし、失業など所得要件以外の理由による申請や過去の年度分の申請は、継続免除の対象となりません。

② 添付書類について

Q 申請に必要な所得証明は自分で用意する必要がありますか。

A
所得については、所得申告をしていればお客様自身で所得証明を用意していただく必要はありません。
ただし、離職された場合は、公的機関発行の離職を証明する書類を用意していただく必要があります。

Q 離職を証明する書類とは具体的に何ですか。

A 「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険受給資格者証」などです。退職した後、退職した勤務先やハローワークから発行されています。

Q 離職票等が見つからない場合はどうしたらよいですか。離職票がない場合でも免除申請はできますか。

A
ハローワークで発行できる「（雇用保険被保険者資格取得届）照会回答書」という書類がありますので、ハローワークで手続き後、免除申請をしてください。
また、離職票がない場合でも申請は可能ですが離職票等を添付して申請した場合、退職（失業等）された方の前年所得をゼロとみなして審査します。
退職（失業等）により免除申請をされる場合は、前年所得によっては、希望する免除区分での承認とならない可能性があるため、添付しての申請をおすすめします。

Q 離職票を添付して免除申請書を提出すれば必ず免除になりますか。

A
免除の審査は、本人の所得だけでなく配偶者や世帯主の所得も確認します。その中で一番所得の高い方を基準に審査しますので、配偶者や世帯主の所得状況によっては、本人の所得がゼロ
の場合でも、希望する免除区分に該当しない可能性があります。
また、配偶者や世帯主が最近退職（失業等）された場合は、その方の「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」など退職（失業等）の分かる書類を添付してください。
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⑤ 追納について

Q 免除・納付猶予した国民年金保険料は後から納付することはできますか。

A

保険料の免除・納付猶予や法定免除期間があると、保険料を全額納付した場合と比べて、将来受け取る年金額が少なくなります。
将来受け取る年金額を満額に近づけるために、免除・納付猶予を受けた期間の保険料について、本人の申し込み（追納申込書の提出）により後から追って保険料を納付することができます。
これを追納といいます。
追納ができる期間は、追納が承認された月より10年前以内の免除や猶予された期間の保険料に限られます。免除等を受けた期間から 10 年目の月末が納付期限です。
ただし、10年以内であっても、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができません。また、追納は、必ず古い期間のものから順番にしなければなりません。
【注意事項】
保険料の免除または納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、３年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

③ 免除承認期間と給付への影響について

Q 免除になった期間は、後でその保険料を払わなければいけませんか。

A

免除・納付猶予承認期間の納付は強制ではありません。
ただし、免除・納付猶予承認期間は保険料納付を免除されますが、通常納付していた場合に比べて65歳から支給される老齢基礎年金額は少なくなります。
＜免除承認期間と給付への影響＞

④ 審査結果の通知について

Q 国民年金の資格取得手続きと同時に免除申請を提出したはずなのに、納付書が届きました。免除申請をしたので、納付書は捨てても大丈夫ですか。

A 国民年金の資格取得届の手続き後は、免除申請をされても一度納付書が届きます。納付書は免除の結果が届くまで保管してください。

Q 免除申請を提出後、結果はどのように届きますか。

A

免除申請書を提出していただいた後、約1か月～２か月以内に結果がハガキで通知されます。
ハガキが届いたら、まずどの免除区分に該当したのか、承認された期間はいつまでなのかをご確認ください。

＜審査結果の確認＞
• 全額免除か納付猶予の場合…承認期間中の保険料納付は必要ありません。先に届いた納付書は破棄してください。
• 半額免除・1/4免除・3/4免除の場合…保険料が一部減額となり、後日減額された納付書が届きます。半額免除・1/4免除・3/4免除は、減額後の納付書で保険料を納付することで初めて

免除が有効となります。減額された保険料を納めないままですと、一部免除は無効（未納期間）となりますので、ご注意ください。
• 却下の場合…お手元の納付書で保険料を納付してください。

免除の種類 老齢基礎支給要件
老齢基礎年金額

障害・遺族年金 追納
H21年３月以前の免除期間 H21年４月以降の免除期間

全額免除 〇 1/3 1/2 〇 〇

３/4免除 〇 1/2 5/8 〇 〇

半額免除 〇 2/3 3/4 〇 〇

１/4免除 〇 5/6 7/8 〇 〇

納付猶予 〇 × × 〇 〇
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